
能登町創生住まい再建支援金について

令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨災害により住まい

に被害を受けた町民に対し、住み慣れた地域で再び生活していく後

押しをするため、町内で住まいを再建するための修繕を行う世帯に

対して再建費用の一部を支援するもの。

１ 対象者

次の①～③すべてに該当する場合に対象となります。

①り災証明書の住家被害が半壊以上の世帯

②町内にある住宅を修繕する世帯

③300万円以上の総工事費用が発生する世帯

※ただし、店舗等の用途を兼ねる住宅である場合は、店舗等に

かかる部分の費用を除く。

２ 支援金額

総工事費用の10％もしくは、総工事費用から300万円を差し引い

た額のどちらか低いほうの金額が支給されます。（上限100万円）

※「５ 本制度の注意事項」についてもご参照ください。

３ 申請から支援金受付までの流れ

①住宅修繕工事をすべて完了する

※既存支援制度である「住宅の応急修理制度」、「被災者生活

再建支援金（加算支援金）」、「地域福祉推進臨時特例給付金

（住宅再建給付金）」を受給されていない世帯は、まずその制度

から申請して下さい。

②交付申請兼実績報告書、交付請求書を提出する

③後日、指定の口座に支援金が振り込まれる



４ 申請の際に必要な書類について

①り災証明書の写し

②契約書の写し又は見積書、請求書の写し

③町税に未納がない証明書（高校生以上の世帯員全員分）

④領収書の写し

⑤再建（修繕）した住宅に転居したことを証する住民票

⑥住宅の修繕前および修繕後の写真の写し

⑦通帳等の写し

⑧その他町長が必要と認める書類

５ 本制度の注意事項について

①「被災宅地等復旧支援事業補助金」、「被災住宅耐震改修工事

費等補助金」、「既存建築物耐震改修工事費等補助金」、「石川

県産材利用促進事業補助金」に関する費用については、本制度の

対象工事費に含みませんので、差し引いた上で工事費の算定をお

願いします。

②交付申請までに被災世帯の全員が死亡したとき、申請対象外と

なります。

③被災世帯の世帯員が町税を滞納しているとき、申請対象外とな

ります。

その他不明点は、「よくあるお問い合わせ」をご参照いただくか、

住民課までお問い合わせください。

６ 申請期限

申請期限：令和10年3月31日（金）

７ 申請場所と受付時間（土曜日・日曜日・祝日を除く）

申請場所：役場２階 復興推進課

受付時間：午前８時３０分～午後４時

問合せ先：復興推進課 62-8529


